
八百津町老朽危険空家等除却事業補助金のご案内

八百津町では、住民の安心・安全の確保と住環境の改善及び良好な景観の維
持を図るため、老朽化した危険な空家等の除却費用の一部を助成する補助制度
を実施しています。

受付期間：令和５年４月１７日から令和５年１２月２８日まで
※ ただし、予算の上限に達し次第終了します。

〇補助対象となる空家（次の全ての要件を満たす物件）

① 八百津町内に存する老朽危険空家等であること
② 同一敷地内にあるすべての建築物について、概ね１年以上居住していない
又は使用していないもの

③ 八百津町空き家情報登録制度「空き家バンク」要綱による登録がされてい
ないこと

④居住性のない建築物（車庫及び倉庫）でないこと

※ 老朽危険空家等とは、周辺の住環境を悪化させている建築物で、老朽度評
定基準表により老朽危険空家等と判定された建築物

〇補助の対象者（次の全ての要件に該当する方）

① 空家等の所有者であること（共有の場合は全員の同意を得ていること）
又は相続人等

② 町税、保険料、保育料、水道使用料等を滞納していない者
③ 暴力団員等でない者

〇補助の対象となる工事

① 敷地内の補助対象建築物すべてを除却し、原則として更地にする工事（廃
材等の撤去及び処分を含む。）であること

② 補助対象者以外の者の権利を侵害するおそれのないこと
③ 補助金の交付決定後に着手するものであること
④ 補助金の交付決定のあった日の属する年度の２月末日までに完了する予定
の工事であること

⑤ 宅地建物取引業者等がその業の目的のために行う工事でないこと
⑥ 暴力団員等と補助対象工事に係る契約をしないものであること
⑦ 建設業法第３条第１項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法律第２１条第１項に規定する岐阜県知事の登録を受け
た解体工事業者に請け負わせるものであること

⑧ 本補助金と併せて他の制度等に基づく補助金の交付を受けていない工事で
あること

〇補助金の額等

① 補 助 率･･･補助対象工事に要する費用の３分の１を乗じて得た額
② 補助限度額･･･３００,０００円



申請手続きの流れ

・八百津町老朽危険空家等判定申請書（様式第１号）
添付書類：空家の位置図、空家の現況写真（空家の全景及び劣化や破損

状況のわかるもの）
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老朽危険空家等判定申請に必要な書類

補助金交付申請に必要な書類

・八百津町老朽危険空家等除却事業補助金交付申請書（様式第３号）
添付書類：①老朽危険空家等除却事業計画書（様式第４号）

②空家等の登記事項証明書等
③位置図及び配置図
④工事見積書の写し
⑤権利者等の同意書（老朽危険空家の所有者以外の権利者や複数

の所有者がいる場合のみ）

実績報告に必要な書類

・八百津町老朽危険空家等除却事業完了実績報告書（様式第８号）
添付書類：①工事費支払領収書等

②着工前の写真及び完成後の写真（二方向以上）

③廃棄物を適正に処理したことを証する書類等

※老朽度評定基準の判定のため、町職員等が敷地内へ立ち入りさせて
いただきます。
※その他、詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
八百津町役場 建設課管理係

0574-43-2111 内線 2317


